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居 宅 介 護 支 援  重 要 事 項 説 明 書 

令和 7 年 4 月 1 日 

 

             様 に対する居宅介護支援のサービス提供開始にあたり、事業者が説

明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

1． 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 柏崎市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 

指 定 年 月 日 平成 11 年 7 月 30 日 事 業 開 始 年 月 日 平成 12 年 4 月 1 日 

指定更新年月日 令和 2 年 4 月 1 日  

介護保険指定番号 １５７０５０００２３ 

所 在 地 新潟県柏崎市扇町３番３７号 

電 話 番 号 ０２５７－４１－４８２５ 

営 業 日 
 月曜日から金曜日 

ただし、祝日及び年末年始（１２／２９～１／３）を除く 

営 業 時 間  午前８時３０分～午後５時１５分 

通常の事業の実施地域  柏崎市 ・ 刈羽村 

 

2． 業務従事者 

職種 員数 業務内容 勤務体制 

管 理 者 1 名 本事業所の運営、業務全般の管理、介護支

援専門員の管理、指導命令等を行う。 

常勤（主任

介護支援専

門員兼務） 

主任介護支援専門員 1 名以上 介護⽀援専⾨員に対する助⾔、指導、介護

⽀援サービスを適切かつ円滑に提供するた

めに必要な調整を行う。 

常勤（専従） 

介 護 支 援 専 門 員 5 名以上 要介護者からの相談に応じ、サービスが適

切に利用できるよう、種類、内容等の計画

を作成するとともに事業者との連絡調整を

行う。 

常勤・非常

勤（専従） 
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3． 提供するサービスの内容 

①  「居宅介護支援」は、利用者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービ

ス又は福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類及び内容、こ

れを担当するサービス事業者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に

基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提

供を行い、及び利用者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への

紹介その他の便宜の提供を行うサービスです。 

 

 ② 具体的には、次にあげる業務を行います。 

・ あなたのお宅を訪問し、あなたの心身の状態について、お話をお伺いします。 

・ お伺いしたお話の内容と、あなた自身やご家族の希望を踏まえ、あなたに介護サービスを

適切に提供するための計画（居宅サービス計画）をお作りします。 

・ 介護サービスの提供の状況や、あなたの心身の状態・ご家族の環境について、居宅サービ

ス計画作成後も、継続的に把握・管理します。 

・ 私たちのみならず、介護サービスを提供する事業者についての相談・苦情の窓口となり問

題を解決します。 

・ あなたの要介護認定の申請についてお手伝いします。 

・ あなたが介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介をいたします。 

 

4． 業務取扱い方針 

「居宅介護支援」の基本方針は、次のとおりです。 

①  居宅介護支援の提供に当たっては、利用者が可能な限り、その居宅において、その有する 

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。 

②  居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状態、その置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か

ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 
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③  居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏る

ことのないよう、公正中立に行います。 

④ 居宅介護サービス計画の作成に当たっては、利用者から居宅介護支援専門員に対して複数の

居宅サービス事業者等の紹介を求めること、および居宅サービス計画原案に位置付けた居宅

サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。その際には利用者の理解を得

られるよう丁寧に説明を行います。 

⑤ 居宅介護支援の提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、医療機関、他の居宅介

護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 

⑥ 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介

護状態となることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して

行います。 

⑦ 居宅介護支援の提供に当たっては、自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常に

その改善を図ります。 

 

5． 利用料 

事業者が法律の規定に基づいて介護保険制度からサービス利用料金に相当する給付を受領する

場合（法定代理受領）は、自己負担はありません。 

ただし、保険料の滞納等により、保険給付が直接事業者に支払われない場合は１か月につき要介

護度に応じて下記の金額を一旦お支払いください。お支払いいただいた場合は、当事業所から発行

する指定居宅介護支援提供証明書を、後日市町村（保険者）の窓口に提出しますと、全額払い戻し

を受けられます。 

 

（１） 基本利用料（月額） 

 金額 

要介護１・２ １０，８６０円 

要介護３～５ １４，１１０円 
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（２） 加算料金（月額） 

  以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。 

 算定要件 金額 

特定事業所

加算Ⅱ 

主任介護支援専門員を１名以上配置し、質の高いケアマネ

ジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部

を満たした場合 

４，２１０円 

通院時情報連

携加算 

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に心身の

状況や生活環境の必要な情報提供を行い医師等から必要な

情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 

  ５００円 

初回加算 新規あるいは要介護状態区分が２区分以上変更された利用

者に対し指定居宅支援を提供した場合 

３，０００円 

入院時情報連

携加算Ⅰ 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又

は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報提供を行っ

た場合 

※ 入院日以前の情報提供を含む。 

※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場

合は、入院日の翌日を含む。 

２，５００円 

入院時情報連

携加算Ⅱ 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、

当該病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報

提供を行った場合 

※営業時間終了後に入院した場合であっても、入院日から起

算して 3 日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 

２，０００円 

退院・退所加

算（Ⅰ）イ 

退院又は退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員

から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外

の方法により１回受けた場合 

４，５００円 

退院・退所加 退院又は退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員 ６，０００円 
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算（Ⅰ）ロ から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンスによ

り１回受けた場合 

退院・退所加

算（Ⅱ）イ 

退院又は退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員

から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外

の方法により２回受けた場合 

６，０００円 

退院・退所加

算（Ⅱ）ロ 

退院又は退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員

から利用者に関する必要な情報の提供を２回受け、そのうち

１回以上はカンファレンスにより受けた場合 

７，５００円 

退院・退所加

算（Ⅲ） 

退院又は退所に当たって、医療機関や介護保険施設等の職員

から利用者に関する必要な情報の提供を３回以上受け、その

うち１回以上はカンファレンスにより受けた場合 

９，０００円 

ターミナルケ

アマネジメン

ト加算 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針

に関する利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死

亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、利用者又はその家

族の同意を得て、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状

況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付け

た居宅介護サービス事業者へ提供した場合 

４，０００円 

緊急時等居宅

カンファレン

ス加算 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と

共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に

応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 

２，０００円 

特定事業所医

療介護連携加

算 

前々年度の３月から前年度２月までの間において、ターミナ

ルケアマネジメント加算を 15 回以上算定していること。 

１，２５０円 
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6． 入院時における対応 

あなたが病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、あなたの居宅における状態や

利用していた居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有し、退院後の円滑な在宅生活へ

の移行を支援しますので、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の病院又は診療

所にお伝えください。 

 

担当介護支援専門員氏名：                

連 絡 先（電話番号） ：  ０２５７－４１－４８２５    

   

7． サービスの終了 

   あなたの都合によりサービスの利用を終了する場合は、すみやかに次の連絡先までご連絡く

ださい。 

連 絡 先（電話番号） ： ０２５７－４１－４８２５ 

 

8． 緊急時等における対応 

当事業所は時間外の緊急時に備え、24 時間の連絡相談を受け付ける体制を整えています。

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、速やかに主治医及び家族への連絡を行う

等必要な措置を講じます。 

   連 絡 先（電話番号） ： ０２５７－４１－４８２５ 

     （時間外は、上記連絡先から携帯電話に自動転送されます。） 

 

9． 事故発生時等の対応 

   サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族、サービス事業者等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

 

 



7 
 

10．虐待の防止 

  事業所は虐待の発生又は再発を防止するため、次の措置を講じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会や研修を定期的に開催します。 

② 虐待防止に関する責任者を選定しています。責任者は管理者です。 

③ 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報します。 

11.身体的拘束等の適正化 

   利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行いません。また、緊急的に身体拘束を行う場合は、その様態及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

12．苦情相談窓口 

① 当事業所における苦情及び相談は、次の窓口で受け付けます。 

窓 口 設 置 場 所 柏崎市扇町３番３７号 

受  付  窓  口 柏崎市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 

受  付  時  間 午前８時３０分～午後５時１５分（月曜日から金曜日） 

電  話  番  号 ０２５７－４１－４８２５ 

 

  ②当事業所に対する苦情は、次の機関でも受け付けています。 

苦 情 受 付 機 関 電 話 番 号 

柏崎市役所 介護高齢課 ０２５７－２３－５１１１ 

刈羽村役場 福祉保健課 ０２５７－４５－２２４４ 

新潟県国民健康保険団体連合会  ０２５－２８５－３０２２  

 

 

 


